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みえ安心おもてなし施設認証制度の認証基準改定及び弾力的運用について 

 

１．認証基準の改定 

 令和５年３月１３日付けで、業務中の従業員や食事中以外の利用客にマスクの着用を求

めることとしている基準を削除する改定を行います。 

※令和５年３月１３日以降も、基本的な感染防止対策（三密の回避、対人距離の確保、手指

衛生、換気等）は重要とされているので、他の認証基準の遵守について、引き続きご対応を

お願いします。 

 

２．認証の有効期限の延長 

 現行制度において令和５年３月３１日までとしている認証の有効期限を、自動的に令和

５年５月７日まで延長します。有効期限延長のための特段の手続きは必要ありません。 

※有効期間中は認証店として認証マーク等を利用いただくことが可能です。 

 

３．新規申請受付の停止 

 令和５年３月１３日より、認証取得のための新規申請受付を停止します。同日以降到着し

た申請書類等については、受付することができませんのでご注意ください。 

 

４．現地確認対応の終了 

 令和５年３月１３日より、認証店における認証基準の遵守状況確認のための現地訪問対

応を終了します。 

 

５．専用ホームページの運用停止 

 令和５年３月３１日をもって、みえ安心おもてなし施設認証制度の専用ホームページの

運用を終了します。URLを掲載いただいている場合、当該ホームページをご覧いただくこと

ができませんのでご注意ください。 

※令和５年４月１日以降は、県ホームページへの移行を予定しています。 
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